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労
働
判
例
研
究
…
：
…
労
働
判
例
研
究
会
中
内
哲
；
け
て
窒
縫
繰
扇
方
議
に
基
？
雪
驚

地
に
限
定
の
な
い
高
卒
男
子
合
計
六
一
名
を
履
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用
し
事
務
職
に
配
冠
す
↓
垂
（
一
》
・
大
卒
に
準
ず
一
“
（
》
将

が
一
括
し
て
採
用
す
る
（
以
下
、
全
社
採
用
）
る
。
協
会
社
で
の
賃
金
は
昇
進
に
伴
っ
て
上
昇

方
式
に
よ
っ
て
雇
い
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
す
る
た
め
、
高
卒
男
子
事
務
職
で
遥
と
同
年
入

一
一
と
こ
ろ
が
、
砥
会
社
は
、
一
九
六
八
社
の
者
（
五
名
が
在
職
し
、
い
ず
れ
も
管
理
職

（
昭
和
四
三
）
年
か
ら
一
九
七
七
（
同
五
二
）
に
あ
る
。
以
下
、
比
較
対
象
男
子
）
の
賃
金
の

鯵
１
１
事
実
の
概
要

四
一
）
年
入
社
）

一
電
線
・
特
殊
金
属
線
等
の
製
造
販
売
を
務
職
は
、
右
職
種
転
換
審
査
の
際
、
こ
れ
を
受

近
時
、
性
を
理
由
と
す
る
昇
進
・
昇
格
差
別
が
訴
訟
に
お
い
て
数
多
く
争
わ
れ
て
い
る
。
本
業
と
す
る
被
告
昭
会
社
に
は
、
事
務
職
・
専
門
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
、
当
該
審
査
は
、
高

件
も
か
か
る
訴
訟
の
一
つ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
や
や
特
殊
な
事
情
が
存
在
す
る
。
そ
職
・
管
理
職
等
の
職
種
が
存
在
し
、
事
務
職
か
卒
男
子
事
務
職
の
専
門
職
へ
の
移
行
完
了
後
、

れ
は
、
①
原
告
ら
が
属
す
る
職
種
の
女
性
労
働
者
と
比
較
対
象
で
あ
る
同
学
歴
・
同
職
種
男
性
ら
管
理
職
へ
の
昇
進
に
は
、
通
常
、
専
門
職
を
制
度
上
、
存
置
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

労
働
者
と
が
異
な
る
採
用
手
続
で
雇
用
さ
れ
た
こ
と
、
②
こ
れ
を
理
由
と
し
た
右
女
性
労
働
者
経
る
も
の
と
さ
れ
た
。
従
来
、
事
務
職
に
は
、
全
く
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
九
八
七

全
体
へ
の
昇
進
機
会
そ
の
も
の
の
不
提
供
に
よ
り
、
当
該
女
性
労
働
者
が
全
く
昇
進
（
上
位
の
原
則
的
に
勤
務
地
が
限
定
さ
れ
た
短
大
卒
・
高
（
昭
和
六
二
）
年
の
職
種
制
度
見
直
し
に
よ
り
、

職
種
へ
移
動
）
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
の
昇
進
（
格
）
差
別
訴
訟
と
同
様
、
本
件
に
お
卒
女
子
が
、
本
社
や
製
作
所
な
ど
各
事
業
所
単
①
職
種
毎
の
男
女
別
採
用
対
象
の
設
定
が
撤
廃

い
て
争
点
と
な
る
被
告
会
社
側
の
右
措
置
は
現
行
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
施
行
日
以
前
に
位
で
採
用
す
る
（
以
下
、
事
業
所
採
用
）
方
式
さ
れ
、
②
大
卒
女
子
の
採
用
が
本
格
化
し
、
③

な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
い
か
に
分
析
・
把
握
し
う
る
か
が
本
判
決
へ
の
評
価
を
決
定
づ
に
よ
っ
て
、
他
方
、
専
門
職
に
は
、
勤
務
地
無
従
来
の
事
務
職
は
一
般
職
に
自
動
的
に
移
行

け
る
こ
と
に
な
ろ
う
．
限
定
の
大
卒
男
子
が
所
管
・
選
考
方
法
等
の
面
し
、
④
当
該
職
か
ら
専
門
職
を
経
な
い
管
理
職

な
お
、
原
告
ら
は
、
会
社
の
当
該
措
置
そ
の
も
の
の
不
当
性
と
並
ん
で
、
そ
れ
が
原
因
と
な
で
事
業
所
採
用
方
式
に
比
し
て
よ
り
高
度
も
し
へ
の
昇
進
が
制
度
化
さ
れ
た
が
、
Ｘ
ら
の
職
種

っ
て
生
じ
た
男
女
間
の
状
態
を
是
正
す
る
義
務
と
い
う
新
た
な
論
点
を
提
示
し
て
お
り
、
こ
れ
く
は
厳
格
な
条
件
・
手
続
に
則
り
、
本
社
の
み
峰
な
お
従
前
（
現
・
一
般
職
）
の
ま
ま
で
あ

に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
も
注
目
さ
れ
る
。
が
一
括
し
て
採
用
す
る
（
以
下
、
全
社
採
用
）
る
。
脇
会
社
で
の
賃
金
は
昇
進
に
伴
っ
て
上
昇

事
件
）
労
判
七
九
二
号
四
八
頁

住
友
電
気
工
業
事
件
で
は
、
当
該
男
子
で
な
お
在
畷
す
る
三
四
名
（

大
阪
地
方
裁
判
所
平
成
一
一
一
年
七
月
三
一
日
判
決
（
平
七
（
ワ
）
八
○
○
九
号
、
損
害
賠
償
等
請
求
う
ち
三
一
名
が
管
理
職
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

０
Ⅱ

彼
ら
（
以
下
、
高
卒
男
子
事
務
職
）
は
、
採
用

採
用
手
続
・
昇
進
機
会
提
供
時
等
の
男
女
間
当
初
か
ら
の
予
定
ど
お
り
．
一
九
八
三
（
晒
和

五
八
）
年
ま
で
に
就
業
規
則
に
基
づ
く
職
種
転

異
別
取
扱
い
に
対
す
る
法
的
評
価
換
審
査
を
受
審
し
て
全
員
専
門
職
に
移
行
し
、
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よ
り
雇
用
さ
れ
た
原
告
路
（
一
九
六
六
（
昭
和

四
一
）
年
入
社
）
お
よ
び
同
遥
（
一
九
六
九

（
昭
和
四
四
）
年
入
社
）
を
含
む
高
卒
女
子
事

来
の
中
堅
幹
部
候
補
要
員
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
一
二
月
末
日
現
在

で
は
、
当
該
男
子
で
な
お
在
職
す
る
三
四
名
の

三
こ
れ
に
対
し
て
、
事
業
所
採
用
方
式
に



「
現
在
に
至
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、

公
序
良
俗
に
反
す
る
違
法
な
も
の
と
評
価
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
」
。

と
は
い
え
、
「
そ
の
際
、
昭
会
社
に
課
せ
ら

れ
る
是
正
凝
務
は
、
そ
の
時
点
で
、
右
の
よ
う

な
男
女
別
採
用
を
あ
ら
た
め
、
そ
れ
以
後
、
採

用
に
お
い
て
女
子
に
も
均
等
な
機
会
を
与
え
る

よ
う
に
す
る
義
務
に
過
ぎ
な
い
…
…
。
［
当
該

義
務
の
内
容
を
、
専
門
職
へ
の
転
換
を
希
望
す

る
高
卒
女
子
事
務
職
に
対
し
高
卒
男
子
事
務
職

へ
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
の
と
同
様
の
教
育
・

訓
練
・
配
置
を
な
す
義
務
、
さ
ら
に
は
、
高
卒

女
子
事
務
職
が
長
年
受
審
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
不
利
益
と
な
ら
な
い
よ
う
に
内
容
を
改
訂
し

た
上
で
職
種
転
換
審
査
を
実
施
す
る
義
務
と
捉

え
る
］
Ｘ
ら
の
主
張
は
…
…
現
在
の
違
法
性
の

判
断
基
準
に
照
ら
し
、
過
去
に
遡
っ
て
…
…
評

価
し
直
」
す
も
の
で
「
法
的
安
定
性
を
害
」

し
、
「
結
果
の
平
等
を
求
め
て
い
る
に
等
し

い
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
砥
会
社
に
は
、
Ｘ
ら
が

主
張
す
る
是
正
義
務
の
発
生
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
」
な
い
。

な
お
、
脇
に
対
す
る
Ｘ
ら
の
訴
え
に
つ
い
て

は
、
本
判
決
は
専
ら
、
同
学
歴
で
は
あ
れ
全
社

採
用
（
男
子
）
事
務
職
と
事
業
所
採
用
（
女

子
）
事
務
職
と
の
間
に
採
用
区
分
の
違
い
が
あ

る
こ
と
を
理
由
に
、
大
阪
婦
人
少
年
室
長
の
判

断
に
違
法
も
し
く
は
誤
り
は
な
い
と
し
て
、
こ

れ
を
斥
け
て
い
る
。

平
均
と
Ｘ
ら
の
そ
れ
と
の
差
額
は
、
一
九
九
八

（
平
成
一
○
）
年
段
階
で
少
な
く
と
も
月
額
二

○
万
円
以
上
に
な
っ
て
い
る
。

四
本
件
は
、
右
賃
金
格
差
が
昭
会
社
に
よ

る
違
法
な
男
女
別
労
務
管
理
に
基
づ
く
こ
と
を

理
由
に
、
Ｘ
ら
が
同
社
に
対
し
て
比
較
対
象
男

子
と
の
差
額
賃
金
（
相
当
）
額
等
を
主
位
的
お

よ
び
予
備
的
に
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
Ｘ
ら
は
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
男
女
扇

用
機
会
均
等
法
一
五
条
（
平
成
九
年
法
律
第
九

二
号
改
正
前
の
も
の
）
に
基
づ
く
Ｘ
ら
の
管
理

職
へ
の
昇
進
を
求
め
た
調
停
申
立
に
対
し
、
当

時
の
大
阪
婦
人
少
年
室
長
が
そ
の
不
開
始
を
決

定
し
た
こ
と
（
以
下
、
本
件
不
開
始
決
定
）
が

裁
量
樋
の
濫
用
に
あ
た
る
と
し
て
、
必
（
国
）

を
相
手
方
と
す
る
国
賠
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償

も
あ
わ
せ
求
め
た
。

一
採
用
方
式
の
違
い
は
「
採
用
区
分
に
相

当
」
し
、
蛎
務
職
で
は
あ
っ
て
も
全
社
採
用
か

事
業
所
採
用
か
で
は
「
職
種
と
し
て
の
区
分
が

異
な
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
「
著

し
い
賃
金
格
差
に
繋
が
っ
て
い
る
と
し
て
も
」
、

「
こ
れ
を
直
ち
に
男
女
差
別
の
労
務
管
理
の
結

果
」
と
は
い
え
な
い
。

も
っ
と
も
、
Ｘ
ら
高
卒
女
性
事
務
職
は
、

「
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
全
社
採
用
の
対

象
か
ら
」
も
「
専
門
職
へ
の
職
種
転
換
の
対
象

か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
昭
会

社
は
、
…
…
間
接
的
に
は
男
女
別
…
…
労
務
管

●
１
判
旨
請
求
全
部
棄
却

理
を
行
っ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
。
こ
の
こ
と
は
、
「
男
女
差
別
以
外
な
に
も

の
で
も
な
く
、
…
…
憲
法
一
四
条
の
趣
旨
に

反
」
し
、
「
現
時
点
で
は
…
…
受
け
入
れ
ら
れ

る
余
地
は
な
い
」
。

し
か
し
、
「
Ｘ
ら
が
採
用
さ
れ
た
昭
和
四
○

年
代
こ
ろ
の
時
点
で
見
る
と
、
昭
会
社
と
し
て

は
、
…
…
［
性
的
役
割
分
担
意
識
の
存
在
、
女

性
の
勤
続
年
数
の
短
さ
や
法
令
上
の
就
業
制

限
、
こ
れ
ら
に
伴
う
女
性
労
働
者
に
対
す
る
企

業
の
厳
し
い
評
価
等
が
公
知
の
事
実
で
あ
っ
た

こ
と
］
を
前
提
と
し
て
．
…
：
労
務
管
理
を
行
わ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
高
卒
女

子
を
定
型
的
補
助
的
業
務
に
の
み
従
事
す
る
社

員
と
し
て
Ｌ
採
用
・
処
遇
し
て
き
た
こ
と
に
違

法
は
な
く
、
「
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
」
。

「
し
た
が
っ
て
、
Ⅵ
会
社
が
、
Ｘ
ら
高
卒
女

子
を
専
門
職
な
い
し
…
…
全
社
採
用
事
務
職
の

募
集
対
象
と
」
せ
ず
、
「
専
門
職
へ
の
転
換
の

機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
」
、
お
よ
び
高
卒

女
子
事
務
職
と
専
門
職
へ
移
行
し
た
高
卒
男
子

事
務
職
と
の
昇
進
等
に
お
け
る
処
遇
の
差
異

は
、
い
ず
れ
も
「
社
員
と
し
て
の
区
分
な
い
し

職
種
の
違
い
に
よ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
「
違

法
…
…
と
い
う
こ
と
は
で
き
」
な
い
。

二
「
現
在
で
は
全
社
採
用
に
お
い
て
同
じ

高
卒
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
子
の
み
に

採
用
の
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
は
、
合
理
的
な

理
由
の
な
い
男
女
差
別
に
該
当
す
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
」
、
砧
会
社
に
よ
る
男
女
別
採
用
方

法
は
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
続
け
た
な
ら
ば
、

．
’
研
究

一
は
じ
め
に
ｌ
ｘ
ら
の
主
張
の
整

理

Ｘ
ら
の
主
張
の
詳
細
は
、
本
判
決
中
の
「
当

事
者
の
主
張
」
部
分
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
た

め
か
、
今
ひ
と
つ
不
鮮
明
と
の
感
を
ぬ
ぐ
え
な

い
が
、
判
旨
に
現
れ
た
文
一
宮
か
ら
す
れ
ば
、
そ

の
要
諦
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
主
位
的
請
求
に
つ
い
て

は
、
側
そ
も
そ
も
職
種
の
区
分
は
男
女
を
振
り

分
け
る
た
め
の
も
の
で
合
理
性
が
な
く
、
ま

た
、
②
①
昭
会
社
が
全
社
採
用
事
務
職
の
募
集

対
象
か
ら
高
卒
女
子
を
排
除
し
、
②
高
卒
女
子

事
務
職
に
職
種
転
換
審
査
を
受
審
す
る
機
会
を

与
え
な
か
っ
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
違
法
な
男
女

差
別
で
あ
り
、
③
右
仙
が
認
め
ら
れ
る
か
、
右

②
の
諸
措
置
が
な
か
り
せ
ぱ
、
配
置
・
教
育
訓

練
・
昇
進
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
間
異
別

取
扱
い
も
違
法
ま
た
は
生
じ
え
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
Ｘ
ら
も
比
較
対
象
男
子
と

同
等
の
管
理
職
に
昇
進
し
て
い
た
（
も
し
く

は
、
し
た
も
の
と
み
な
し
う
る
）
こ
と
が
、
つ

づ
く
予
備
的
謂
求
で
は
、
主
位
的
謂
求
で
取
り

上
げ
た
砧
会
社
の
男
女
別
労
務
管
理
が
か
り
に

直
ち
に
違
法
と
は
な
ら
な
い
ま
で
も
、
過
去
の

（
１
）

あ
る
時
点
で
昭
会
社
に
そ
れ
を
是
正
す
る
義
務

が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
根
拠
と
な
る
、
と
。

本
判
決
は
、
判
旨
一
を
前
者
に
、
判
旨
二
を

後
者
の
主
張
に
対
応
さ
せ
て
お
り
、
以
下
で

は
、
こ
れ
ら
の
判
旨
を
順
次
検
討
す
る
。
な

お
、
唾
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
両
判
旨

の
検
討
に
関
連
す
る
限
り
で
最
後
に
言
及
し
た

い
。
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主
位
的
請
求
に
対
し

本
判
旨
は
、
採
用
方
式
の
差
異
が
採
用
区

分
・
職
種
区
分
に
あ
た
る
と
し
て
、
ま
ず
Ｘ
ら

の
右
主
張
仙
迩
斥
け
、
次
に
、
こ
の
こ
と
を
前

提
と
し
つ
つ
、
同
主
張
②
①
②
の
Ⅵ
会
社
に
よ

る
措
髄
を
評
価
す
る
。
そ
の
雅
準
は
公
序
良
俗

性
に
求
め
ら
れ
、
判
定
時
期
を
当
該
描
世
が
採

ら
れ
た
昭
和
四
○
年
代
に
撒
い
た
結
果
、
そ
れ

ら
は
、
今
日
で
は
許
さ
れ
な
い
も
の
の
当
時
と

し
て
は
違
法
と
は
い
え
な
い
旨
判
示
さ
れ
た
。

採
用
方
式
の
差
異
が
採
用
区
分
・
職
種
区
分

に
あ
た
る
か
否
か
は
と
も
あ
れ
、
砥
会
社
の
職

種
制
度
そ
の
も
の
が
合
理
性
に
欠
け
る
と
は
言

い
難
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
Ｘ
ら
の
主
位
的
請
求
に

お
い
て
は
、
砥
会
社
に
よ
る
右
諸
措
置
の
法
的

是
非
が
最
大
の
争
点
と
な
る
．
本
判
旨
も
断
じ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
、
現
時
点
で
は
い

ず
れ
も
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
（
以
下
、
均
等

（
２
）

法
）
に
明
ら
か
に
反
し
述
法
と
の
評
価
を
免
れ

な
い
が
、
努
力
義
務
規
定
か
ら
禁
止
規
定
（
強

行
規
定
）
化
さ
れ
た
現
行
均
等
法
の
施
行
日

（
一
九
九
九
年
四
月
一
日
）
以
前
の
施
策
で
あ

る
た
め
、
同
法
の
援
用
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判

旨
は
、
日
本
鉄
鋼
連
盟
郡
件
東
京
地
裁
判
決

（
昭
六
一
・
一
二
・
四
労
判
四
八
六
号
二
八
頁
）

と
同
様
の
判
断
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
Ｘ
ら
の
請
求
を
斥
け
た
と
い
え
る
が
、
か
か

る
手
法
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
件
の
判
断
枠
組

み
を
本
件
へ
適
用
す
べ
き
前
提
が
そ
も
そ
も
欠

二
判
旨

て

（
３
）

け
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
右
指
摘
と
は
異
な
る
意
味
で
、
評

者
も
本
判
旨
に
は
疑
問
が
あ
る
。
少
な
く
と
も

職
種
蛎
換
審
査
（
の
受
稀
機
会
の
不
提
供
）
に

関
し
て
は
、
昭
会
社
の
寅
任
逆
認
め
う
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
間
卒

男
子
蛎
務
職
が
全
員
「
漏
れ
な
く
」
右
聯
恋
に

合
格
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
雛
一
に
、

採
用
手
統
こ
そ
述
え
同
学
歴
・
同
職
械
で
あ
る

簡
卒
女
子
事
務
蝋
も
受
審
し
さ
え
す
れ
ば
合
柵

し
た
と
い
う
事
態
を
想
定
で
き
、
第
二
に
、
刑

卒
女
子
事
務
職
と
は
異
な
る
採
用
手
統
に
よ
り

雇
用
さ
れ
た
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
高
卒
男
子

事
務
職
の
採
用
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
た
専
門
職

へ
の
移
行
を
単
に
正
当
化
す
る
た
め
に
、
当
該

審
査
が
い
わ
ゆ
る
「
お
手
盛
り
」
で
実
施
さ
れ

（
４
》

た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
評

者
の
こ
う
し
た
立
場
を
敷
術
す
れ
ば
、
受
審
機

会
の
不
提
供
と
い
う
事
実
状
態
で
は
な
く
、
当

時
、
高
卒
男
子
事
務
職
に
発
出
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
業
務
命
令
と
し
て
の
職
種
転
換
審
査
受
瀞
命

令
が
、
砥
会
社
に
よ
る
恋
意
的
な
業
務
命
令
権

の
行
使
と
し
て
違
法
と
評
価
さ
れ
う
る
こ
と
に

な
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
Ｘ
ら
の
当
該

請
求
が
一
部
で
は
あ
れ
認
め
ら
れ
る
余
地
は
な

（
５
）

↑
ぬ
存
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
．

三
判
旨
二
予
備
的
請
求
に
対
し

て

昭
会
社
が
是
正
義
務
を
負
う
と
い
う
Ｘ
ら
の

主
張
に
対
し
て
、
本
判
旨
は
、
ま
ず
当
該
義
務

の
存
否
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
を
認
め
る
判
断

を
下
し
た
。
Ｘ
ら
は
、
そ
の
義
務
の
内
容
を
も
る
。

具
体
的
に
示
し
て
い
る
が
（
本
判
旨
参
照
）
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
是
正
は
公
法
上
の
要
請
で

そ
れ
ら
は
、
右
一
で
指
摘
し
た
Ⅵ
会
社
の
諸
措
あ
り
、
直
ち
に
私
法
（
労
働
契
約
）
上
の
関
係

脳
（
主
位
的
講
求
②
①
②
参
照
）
が
原
因
と
な
を
規
律
す
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
砥
会

っ
て
生
じ
た
状
態
の
解
消
を
目
指
す
も
の
と
い
社
は
、
努
力
嬢
務
に
よ
る
規
制
で
あ
っ
た
旧
均

え
る
。
当
該
描
股
が
現
行
均
等
法
の
下
で
は
直
等
法
下
で
あ
る
一
九
八
七
年
の
段
階
で
、
労
側

ち
に
法
述
反
行
為
と
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
条
件
た
る
従
来
の
職
種
制
度
を
改
め
て
い
る

る
こ
と
は
、
す
で
に
右
二
に
お
い
て
述
べ
た
（
那
実
の
概
要
三
参
照
）
。
そ
の
改
正
内
容
か
ら

が
、
で
は
、
同
法
施
行
日
以
前
の
右
措
祉
に
対
す
れ
ば
（
同
三
①
②
①
参
照
）
、
同
社
は
、
こ

す
る
法
的
評
価
が
全
く
消
極
的
な
も
の
で
は
な
の
時
点
で
公
法
関
係
に
あ
る
例
に
対
し
て
、
少

か
つ
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
い
う
わ
な
く
と
も
旧
均
等
法
お
よ
び
旧
指
針
が
要
諦
す

け
で
は
な
い
。

る
範
囲
で
男
女
間
異
別
取
扱
い
を
是
正
す
る
こ

周
知
の
と
お
り
、
一
九
八
五
年
の
成
立
以
と
を
表
明
し
た
と
同
時
に
、
私
法
上
の
関
係
で

雫
鰻
雑
群
録
鈍
崎
鍛
峰
需
栴
唾
》
》
》
》
峰
細
』
い
》
稲
》
罰
》
鋸
艇
謝
掘
》
幅
》
蹄
》
》
酔
翻
錐

定
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
努
力
義
務
規
定
で
臨
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
是
正
す
べ
き
状
況
の
端
緒

ん
で
き
た
（
七
・
八
条
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
同
と
Ｘ
ら
が
捉
え
た
砧
会
社
の
諸
措
置
は
、
い
ず

法
一
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
「
事
業
主
が
講
ず
れ
も
旧
指
針
で
列
挙
さ
れ
た
項
目
に
明
ら
か
に

る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
」
該
当
す
る
か
ら
、
同
社
は
、
労
働
契
約
上
、
単

（
昭
和
六
一
・
一
・
二
七
労
告
一
四
号
。
以
に
そ
れ
自
体
を
排
除
す
る
だ
け
で
な
く
、
当
該

下
、
旧
指
針
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
措
置
に
よ
り
生
じ
た
状
況
を
是
正
す
る
義
務
を

は
事
業
主
（
使
用
者
）
の
い
か
な
る
措
置
が
具
も
負
う
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

体
的
に
均
等
法
の
規
定
・
趣
旨
に
沿
わ
な
い
さ
ら
に
、
現
行
均
等
法
が
努
力
義
務
規
定
を

か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
同
法
に
よ
り
改
善
・
是
禁
止
規
定
（
強
行
規
定
）
化
し
た
こ
と
に
よ
っ

正
が
求
め
ら
れ
る
使
用
者
の
措
蔽
と
は
何
か
が
て
、
募
集
。
採
用
・
配
逓
・
昇
進
に
関
す
る
男

例
示
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
女
間
異
別
取
扱
い
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
も
と

り
、
努
力
義
務
規
定
一
般
の
法
的
性
格
に
つ
い
よ
り
（
五
・
六
条
参
照
）
、
努
力
義
務
規
定
の

て
の
議
論
は
と
も
あ
れ
、
旧
均
等
法
上
、
使
用
下
で
は
単
に
公
法
上
の
要
請
に
過
ぎ
な
か
っ
た

者
に
む
け
て
要
請
さ
れ
た
男
女
間
異
別
取
扱
い
右
是
正
も
私
法
上
の
規
範
に
高
め
ら
れ
る
、
い

に
関
す
る
是
正
の
内
容
は
、
旧
指
針
を
通
じ
い
か
え
れ
ば
、
当
該
是
正
義
務
が
、
労
働
契
約

て
、
か
な
り
特
定
さ
れ
て
い
た
と
把
握
で
き
（
当
事
者
意
思
）
を
媒
介
と
す
る
存
在
か
ら
現
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行
均
等
法
（
制
定
法
）
上
の
効
果
へ
と
昇
華
し

（
９
）

た
と
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
判

旨
が
そ
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
明
確
に
は
述
べ

な
か
っ
た
是
正
義
務
の
法
的
根
拠
は
、
現
行
均

等
法
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

是
正
義
務
が
同
法
に
根
拠
を
有
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
本
判
旨
が
当
該
義
務
の
内
容
を
採
用
の

場
面
に
限
定
し
た
こ
と
に
は
理
由
が
な
く
、
そ

れ
以
外
、
と
く
に
昇
進
（
機
会
の
提
供
）
の
場

面
に
お
け
る
是
正
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

（
胸
）

る
余
地
は
十
分
に
存
在
す
る
。
か
か
る
意
味
に

お
い
て
、
Ｘ
ら
の
予
備
的
請
求
に
関
し
て
も
認

め
ら
れ
る
余
地
は
な
お
存
す
る
と
解
さ
れ
る
。

四
お
わ
り
に
１
１
１
本
判
決
の
意
義
・

位
置
づ
け
等

以
上
、
本
判
決
を
、
昭
会
社
を
相
手
方
と
す

る
主
位
的
請
求
を
判
断
し
た
部
分
（
判
旨
一
）

と
予
備
的
請
求
の
そ
れ
（
判
旨
二
）
に
分
け
て

そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
き
た
。
右
の
と
お
り
、
評

者
は
、
両
判
旨
の
い
ず
れ
と
も
分
析
の
視
角
や

結
論
を
異
に
す
る
．
判
旨
一
に
つ
い
て
は
、
事

実
行
為
た
る
砧
会
社
の
諸
措
置
（
右
一
②
①
②

参
照
）
を
正
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
本
判
決

の
姿
勢
に
対
し
て
、
当
事
者
の
主
張
あ
る
い
は

判
旨
の
展
開
か
ら
や
や
離
れ
る
も
の
の
、
職
種

転
換
審
査
受
審
命
令
と
い
う
法
律
行
為
面
か
ら

（
皿
）

の
分
析
可
能
性
を
提
示
し
て
み
た
。
他
方
、
判

旨
二
で
は
、
使
用
者
に
対
す
る
男
女
間
異
別
取

扱
い
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
原
因
と

し
て
生
じ
た
状
況
）
の
是
正
義
務
の
存
在
が
争

わ
れ
た
が
、
か
か
る
内
容
は
、
従
来
の
昇
進

（
格
）
差
別
訴
訟
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
見
ら

れ
な
か
っ
た
主
張
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
本
判
決
が
採
用
の
場
面
に
限
定
し
て
で
は

あ
れ
当
該
義
務
を
認
め
た
こ
と
は
一
つ
の
意
義

と
し
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
評
者
は
、

当
該
義
務
の
法
的
根
拠
を
努
力
義
務
規
定
を
禁

止
規
定
化
し
た
現
行
均
等
法
に
求
め
う
る
と
解

す
る
が
、
か
か
る
解
釈
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
近
時
、
男
女
同
一
労
働
に
関
わ
る
賃

金
差
別
訴
訟
に
お
い
て
、
強
行
規
定
た
る
労
基

法
四
条
違
反
の
法
的
効
果
と
し
て
の
格
差
是
正

（
唯
）

義
務
に
言
及
し
た
下
級
審
判
例
と
軌
を
一
に
す

る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

最
後
に
、
脇
に
対
す
る
Ｘ
ら
の
訴
え
に
つ
い

て
一
言
す
る
と
、
評
者
の
よ
う
に
、
両
判
旨
に

お
い
て
蘭
会
社
へ
の
民
事
責
任
追
及
の
余
地
を

認
め
る
立
場
を
採
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
本
件
不

開
始
決
定
が
前
提
と
し
た
事
実
お
よ
び
そ
れ
に

対
す
る
評
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
ら
の
当
該
訴
え
を
斥
け

た
本
判
決
を
妥
当
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
な
お

跨
跨
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
、
本
判
決
を
評
釈
と
し
た
も
の
と
し

て
、
宮
地
光
子
・
労
旬
一
四
九
一
号
（
二
○
○

○
年
）
三
○
頁
、
君
塚
正
臣
・
平
成
一
二
年
度

重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
臨
増
一
二
○
二
号
・

二
○
○
一
年
）
二
○
九
頁
が
あ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
脱
稿
後
、
島
田
陽
一
「
雇
用

差
別
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
動
向
と
問
題
点
」
本

誌
前
号
五
五
頁
に
接
し
た
。

（
１
）
残
念
な
が
ら
、
本
判
決
の
す
べ
て
を
参
照
し

て
も
評
者
に
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。

（
２
）
措
置
①
に
つ
い
て
は
、
同
法
五
条
お
よ
び
禁

止
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
男
女
差
別
行
為
を
カ
タ

ロ
グ
化
し
た
同
法
一
○
条
一
項
に
基
づ
く
「
募
集

及
び
採
用
並
び
に
配
置
、
昇
進
及
び
教
育
訓
練
に

つ
い
て
事
業
主
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指

針
」
（
平
成
一
○
・
三
・
一
三
労
告
一
九
号
。
以

下
、
指
針
）
２
イ
①
ま
た
は
③
を
、
措
置
②
に
つ

い
て
は
同
法
六
条
お
よ
び
同
指
針
３
②
二
①
を
参

照
。

（
３
）
野
田
進
「
最
近
の
労
働
判
例
に
つ
い
て

（
上
ど
中
央
労
働
時
報
九
八
四
号
（
二
○
○
一

年
）
二
頁
、
と
く
に
八
頁
一
③
㈱
を
参
照
．

（
４
）
た
だ
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
根
拠
を
完
全
に
裏

打
ち
す
る
た
め
に
は
本
件
認
定
事
実
だ
け
で
は
不

足
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
現
に
実
施
さ
れ
た
当
該

審
査
の
個
別
具
体
的
な
内
容
や
そ
の
結
果
の
詳

細
、
あ
る
い
は
合
格
で
き
な
い
こ
と
を
予
め
推
測

さ
せ
る
事
情
（
例
え
ば
、
高
卒
女
子
事
務
職
が
当

該
男
子
に
比
し
て
総
体
的
に
労
働
能
力
に
劣
る
、

ま
た
は
、
事
務
職
と
し
て
実
際
に
配
磁
さ
れ
た
業

務
の
性
質
が
そ
も
そ
も
男
女
間
で
異
な
り
、
そ
の

こ
と
が
右
審
査
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
等
）
、

他
方
、
後
者
に
は
、
合
格
基
準
・
合
格
者
の
得

点
・
再
受
審
者
の
有
無
等
に
関
す
る
事
実
認
定
が

不
可
欠
に
な
る
。

（
５
）
と
は
い
え
、
当
該
命
令
が
違
法
で
あ
る
こ
と

と
Ｘ
ら
が
比
較
対
象
男
子
と
同
等
の
管
理
職
に
就

く
こ
と
と
は
必
ず
し
も
直
結
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
Ｘ
ら
の
請
求
金
額
全
て
が
認
め
ら
れ
る
可
能

性
は
極
め
て
小
さ
い
で
あ
ろ
う
．

（
６
）
例
え
ば
、
山
田
省
三
「
改
正
均
等
法
の
禁
止

規
定
化
と
救
済
手
段
」
季
労
一
八
六
号
（
一
九
九

七
年
）
四
一
頁
、
と
く
に
同
頁
’
四
二
頁
を
参

照
。

（
７
）
Ⅵ
会
社
は
、
お
そ
ら
く
就
業
規
則
の
変
更
に

よ
り
当
該
是
正
を
実
施
し
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

（
８
）
主
位
的
請
求
②
①
の
措
匿
に
つ
い
て
は
旧
指

針
２
⑪
イ
①
ま
た
は
②
を
、
同
②
の
捨
涛
』
は
同
指

針
③
二
①
を
参
照
。
ま
た
同
指
針
の
行
政
解
釈
で

あ
る
昭
六
一
・
三
・
二
○
婦
発
第
六
八
号
・
職
発

第
一
一
二
号
・
能
発
第
五
四
号
も
参
照
の
こ
と
。

（
９
）
し
か
も
、
同
法
が
い
わ
ゆ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
を
認
容
・
推
奨
し
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
（
九
・
二
○
条
参
照
）
、
当
該
義
務
の
内

容
に
は
従
前
に
比
し
て
さ
ら
な
る
蔀
浬
極
性
・
具
体

性
が
求
め
ら
れ
よ
う
．
こ
れ
へ
の
消
極
的
な
立
場

も
想
定
さ
れ
う
る
が
、
是
正
は
常
に
男
性
労
働
者

へ
の
具
体
的
優
遇
措
置
・
行
為
が
前
提
に
あ
る
た

め
、
使
用
者
の
な
す
べ
き
具
体
的
是
正
内
容
が
特

定
で
き
な
い
と
は
解
さ
れ
な
い
。
か
か
る
意
味
に

お
い
て
、
菅
野
和
夫
『
労
働
法
［
第
五
版
補
正
二

版
〕
』
（
弘
文
堂
、
二
○
○
一
年
）
一
六
二
頁
は
同

旨
】
か
。

（
、
）
こ
の
点
に
つ
き
、
Ｘ
ら
の
主
張
と
は
別
に
、

評
者
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
職
稲
一
転
換
審
査
制
度

が
存
圃
さ
れ
て
い
る
点
（
事
実
の
概
要
三
参
照
）

に
特
に
注
目
し
た
い
。

（
皿
）
か
か
る
立
場
は
、
近
時
、
労
働
契
約
に
基
づ

く
「
能
力
に
応
じ
た
男
女
平
等
処
遇
義
務
」
を
設

定
し
た
芝
信
用
金
腿
泳
一
件
控
訴
審
判
決
（
里
承
高

判
平
一
二
・
一
二
・
二
二
労
判
七
九
六
号
五
頁
）

と
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

（
吃
）
日
ソ
図
書
事
件
（
東
京
地
判
平
四
・
八
・
二

七
労
判
六
一
一
号
一
○
頁
）
、
直
近
の
も
の
と
し

て
塩
野
義
製
薬
事
件
（
大
阪
地
判
平
一
一
・
七
・

二
八
労
判
七
七
○
号
八
一
頁
）
が
あ
る
。

（
な
か
う
ち
・
さ
と
し

北
九
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市
立
大
学
助
教
授
）
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